
 書式第１２号（法第２８条関係） 
 
 
 

平成28年度  事 業 報 告 書 
 

  平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル  
 
 １ 事業の成果 
１． 特定相談事業： 
・今年度は、小金井市内の2名視覚障害者の相談支援を受けた。平成28年12月に杉並区において相談支援事業 
の認可を受けたことに伴い、社会福祉法人 視覚障害者支援総合センターから事業を移行する。平成29年 
3月末日もって、移行完了。 

 ・「視覚障害者のための日本料理教室」を平成28年7月～平成29年2月で月1回のペースで開催した。 
参加者は視覚障害者10名。助成金、寄付金、食糧支援を多数の組織から受けた。 

２． まちづくり事業： 
・「地域におけるＵＤ実践講座」（大田区）４地区で実施され、視覚障害者部門の講師を務める。 
３． 国際協力事業： 
・「グローバルフェスタ」（10月1日、2日）に出展。オリジナルＴシャツを障害者施設阿佐ヶ谷福祉工房から 
購入し、売り上げをフィリピンの就学困難児童へ。 

・「サイトワールド」（11月1日～3日）に出展。九重雑賀のお酢、支援している視覚障害者製作のCDの売り上げ 
をフィリピンの就学困難児童へ。 

・九重雑賀の肩ラベルの点字印刷業務を障害者施設「チャレンジ」に提供し、仲介料を就学困難児童へ。 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業  

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

 
障害者総合支援

法に基づく特定

相談支援事業 

障害者に対して、サービス等利

用計画を作成し、福祉サービスを

効率よく提供し、障害者の生活を

支える。 

随時 小金井市 2名 
小金井市在住者

2名 

875 

「視覚障害者の

ための日本料理

教室」 

平成28年7月から平成29年2月まで

計7回、季節の日本料理を学んだ。 

平成28年7月

～ 

平成29年2月 

高井戸地域区民

センター 料理

室他 

 

2名 
杉並区内の視覚

障害者10名 

「地域における

ＵＤ実践講座」 

 大田区内の全特別出張所（18か

所）において、民生委員に対し

て、障害の理解を深める講座 

7月30日 

9月24日 

11月5日 

2月11日 

鵜の木 

入新井 

馬込 

新井宿 

1名 

大田区4地区の

民生委員 

各回 25名 

86 

発展途上国の就

学困難児童を支

援する事業 

「九重雑賀」お酢等5種類の肩ラベ

ルに点字を印刷する業務を就労支

援Ｂ型施設に委託する。 

随時 

就労継続支援Ｂ

型施設チャレン

ジ 

1名 

就労継続支援Ｂ

型施設チャレン

ジ／ 

就労継続支援B

型施設阿佐ヶ谷

福祉工房／ 

森佑太／ 

フィリピン児童 

8名 

 

374 

「グローバルフェスタ2015」出展 

Ｔシャツの売り上げをフィリピン

就学困難児童へ 

10月1,2日 

お台場センター

プロムナード 10名 

「サイトワールド2015」出展 

 法人の取り組みの紹介と障害者

施設の商品の販売 

11月1日～3

日 

錦糸町 

すみだ産業会館 
5名 

 



  
 

 
 

  
 

 

 

 
  


